(様式2—6)

基幹施設との連携体制に関する覚書

連携施設名○○○（（以下「甲」という。）と、基幹施設名△△△（以下「乙」という。）は、出生前検査（非侵襲的出生前遺伝学的検査：以下「NIPT」という。）の適切な実施およびその質の確保を目的として、以下のとおり連携体制に関する覚書（以下「本覚書」という。）を締結する。

第1条（目的）
本覚書は、甲がNIPT実施施設として認証を受けるにあたり、「NIPT等の出生前検査に関する情報提供及び施設（医療機関・検査分析機関）認証の指針」を遵守し、乙との密接な連携の下で、妊婦およびその家族に対し、適切な遺伝カウンセリングおよび周産期医療を提供する体制を構築・維持することを目的とする。

第2条（基本的事項）
1. 甲は、日本産科婦人科学会のART実施登録施設であり、臨床遺伝専門医の資格、または日本産科婦人科遺伝診療学会認定証（周産期）を有する産婦人科専門医が常勤する医療機関である。
2. 甲は、出生前コンサルト小児科医と連携し、遺伝カウンセリング体制を整備し、地域の周産期医療体制の一部として機能する。
3. 乙は、NIPTに関する基幹施設として、甲に対し専門的支援および連携体制を提供する。

第3条（連携内容）
甲および乙は、以下の事項について連携する。
1. 妊婦健診（超音波検査を含む）およびNIPT実施前後の診療方針に関する助言・支援
2. NIPT実施前後の遺伝カウンセリング体制の確保および必要時の共同対応
3. NIPT陽性結果が得られた場合の確定的検査、診断、心理的支援および医学的対応
4. 当該施設（甲）において対応が困難な事例に対する、乙による責任をもった対応
5. その他、NIPTを適切に実施するために必要と認められる事項

第4条（責任分担）
1. 甲は、本覚書に基づき、NIPTの適切な実施および妊婦・家族への説明責任を負う。
2. 乙は、甲での対応が困難な事項について、専門的見地から責任をもって実施または支援する。
3. 両者は、相互に協力し、NIPTに関連する医療の質および安全性の確保に努める。

第5条（分娩転帰情報の共有）
甲および乙は、妊婦健診・分娩を行う医療機関と連携し、分娩転帰に関する情報を適切かつ確実に入手・共有する体制を構築する。

第6条（情報の取扱い）
本覚書に基づき共有される個人情報および医療情報については、関係法令および各施設の規程を遵守し、適切に管理するものとする。

第7条（有効期間）
本覚書の有効期間は、【認証登録開始予定日　毎年4月1日または10月1日】西暦○年○月○日から【基幹施設の認証登録期限】西暦○年○月○日までの○年間とし、双方の合意により更新することができる。

第8条（協議事項）
本覚書に定めのない事項、または本覚書の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、誠意をもって解決するものとする。

以上、本覚書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

西暦○年○月○日

甲
所在地：
医療機関名（連携施設）：
代表者名：　　　　　　　　　印

乙
所在地：
医療機関名（基幹施設）：
代表者名：　　　　　　　　　印
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